
 

【詳細】 

令和６年２月１日以降のご入会分より適用 

・以前入会されていた方の再入会、親から子への

事業主変更はご紹介特典の対象になりません。 

・ご紹介特典は、当会指定月（入会より６カ月

を経過した月に入会者が在会の場合）にお渡し

します。 

・連名での紹介は無効となります。 

・入会申込書に紹介者の記載がない場合は対

象外です。 

■手続きの流れ 

 

新規入会者希望者に久留米青色申告会を

紹介し、入会手続きを行うようお勧めしてく

ださい。 

その際入会申込書に紹介者（１名）を記

載するよう伝えてください。 

初年度分会費の入金をもって、手続き完了

とさせていただきます。 

 

ご紹介いただいた新規会員さんが６カ月以

上在会の場合、既会員さんに商品券をプレ

ゼント！ 

  

【お問い合わせ】 久留米青色申告会  

〒830-0013 久留米市城南町 15-5久留米商工会議所内 

                    電話 0942-33-0213 FAX0942-33-0933 

久留米青色申告会 

------------------------------  

新入会員 
ご紹介キャンペーン 
------------------------------  

新規会員さんをご紹介いただいた場合、「新
規会員ご紹介特典」として 

商品券３,０００円 

を差し上げます！ 

 


